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内容

1. ㈱北九州ウォーターサービスの概要
• 第三セクター

• 出資割合

• 特徴

2. 宗像地区事務組合業務の包括委託
• 経緯

• 委託スキーム

3. 宗像地区水道管理センターの取り組み
• 立上げ

• 日々の業務内容

• 初年度総括

• 今後の計画
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㈱北九州ウォーターサービス（KWS）の概要
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行政出資

民間出資

資本金
１億円

出資比率

主要事業
１．市内事業（北九州市内）
２．広域事業
３．海外水ビジネス事業

組織
５部制（総務、水道、下水道、広域事業、海外事業）

は、
５０年の歴史を誇る を母体として、
北九州市及び民間企業６社の共同出資により設立された です。

（前身）

・５０年以上の歴史
・北九州市内での実績と信頼



を母体として、
を設立した理由

が働く組織（ ）

㈱北九州ウォーターサービス（KWS）の概要
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広域事業や海外事業を展開するパートナーが必要

民
必要

業務を外部に委託するニーズ

民
必要行

民間企業との競争環境に不安

民
必要

が、 出資した理由

を活用

ガバナンス
行

民 ノウハウ



の強み

㈱北九州ウォーターサービス（KWS）の概要
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の強み
の活用

3. 北九州市内に限定されない
事業展開

4. ICT等先進技術の活用

の強み
1. 上下水道協会時代の

2. 市の
ノウハウの確実な伝承

準コア業務を実施できる

民

行



㈱北九州ウォーターサービス（KWS）の概要
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KWSは、北九州市と国内外の上下水道事業体の発展と豊かな
水環境の創造を支援する となることを目指します。

KWSは、上下水道事業体単独では蓄積が困難になりつつある
技術力を継続的に蓄積し、関係者間で共有･発展させる

となることを目指します。



宗像地区事務組合業務の包括委託

運営方針

１． 、両市の派遣職員で運営
２．
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宗像市 福津市

宗像地区事務組合
（消防、水道、医療、し尿処理）

水平統合

垂
直
統
合

平成１９年４月 ４つ一部事務組合を統合し、
宗像地区事務組合が設立

平成２２年４月 宗像市、福津市の水道事業と
組合の水道用水供給事業を統合

主な沿革

課題

１． や に課題がある。

について



（宗像地区事務組合）

項目
宗像地区事務組合
（宗像市・福津市）

北九州市
（芦屋・水巻含む）

計
画

計画給水人口 人 １４７，９２０ １，１０６，１００

計画１日最大給水量 m3/日 ５１，１００ ５３７，０００

平
成
２
５
年
度

給水人口 人 １３２，３１０ １，００１，４９７

有収率 ％ ９１．１ ８９．２

１日最大給水量 m3/日 ４０，０１３ ３５７，８１０

１日平均給水量 m3/日 ３４，２７３ ３１８，５６４

給水原価 円 ２０８．１１ １５６．０８

水道料金
（φ１３ｍｍ、２０ｍ２/月）

円/月 ３，９００ ２，１００

宗像地区事務組合業務の包括委託
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と宗像地区事務組合

宗像地区事務組合業務の包括委託
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平成２３年４月 宗像市域へ1日最大10,000㎥/日の水道用水を供給
平成２８年４月 福津市域へ1日最大3,000㎥/日の水道用水を供給



宗像地区事務組合が

宗像地区事務組合業務の包括委託

H23.4
北九州市水道用水供給事業による
宗像地区への供給を開始

H23.10 北九州市と技術協力に関する協定を締結

H26.2 北九州市に包括業務の受託について検討依頼

H26.11 包括業務委託に関する基本協定の締結

H27.10 事務の代替執行に関する規約を制定

H28.2 第三者委託の契約を締結

H28.4 包括業務の委託開始
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技
術
の
継
承
が
困
難
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・議会
・計画･認可の意思決定
・予算･決算の決定
・料金の設定
・水道施設の建設改良工事

の発注･契約事務
・固定資産の管理

宗像地区事務組合 北九州市 KWS

・水道の管理に関する技術
状の事務

・水道施設の建設工事
に関する事務

（発注･契約事務を除く）
・給水に関する事務
・水道料金,手数料等の徴収

に関する事務

【管理に関する技術上の業務】
・維持管理の総括
・水質検査

【水道施設の建設改良工事】
・改良計画の原案作成

【営業業務】
・営業業務の総括

・水道施設の管理
・給水装置の管理 など

・設計･工事の発注用設計図面作成
・設計･工事の監督・検査

・窓口･受付業務
・水道料金の徴収
・メーター検針･取替え など

【管理に関する技術上の業務】
・水道施設の管理
・給水装置の管理
・メーター取替 など

【水道施設の建設改良工事】
・設計･工事の発注用設計図面作成
・設計･工事の監督・検査

民間事業者

【営業業務】
・窓口･受付業務
・水道料金の徴収
・メーター検針 など

②

③

包括受託の

宗像地区事務組合業務の包括委託

①第三者委託（水道法第24条の３）
②事務の代替執行（地方自治法252条の16の2）
③私法上の委託



水道法
第三者委託

地方自治法

事務の代替執
行

地方自治法
事務の委託

私法上の委託

概要 水道の管理に関
する技術上の業
務を水道事業者
及び需要者以外
の第三者に委託

普通地方公共
団体の事務の
一部の管理執
行を当該普通地
方公共団体の
名において他の
普通地方公共
団体に行わせる

普通地方公共団
体の事務の一部
の管理執行を他
の地方公共団体
にゆだねる制度

水道事業者の

管理下で契約
に基づいて業
務の一部を委
託するもの

権限 受託者に移る 発注者に残る 受託者に移る 発注者に残る

技術管理者 受託者 発注者 受託者 発注者

外部委託 可 可 可 不可

仕入れ控除 可 可 不可 可

4条の繰越 不可 可 不可 可

宗像地区事務組合業務の包括委託
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受託方法の比較



宗像地区水道管理センターの取り組み
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行財政改革を進めており、宗像の業務を受託し収入が増えても、
が困難であった。また、 も困難であった。

移行準備のための調査業務を受託し、業務分析を行い手順書・
マニュアル・業務フロー等を作成するなど包括受託業務に関与し
た。協会はH27年10月から宗像地区事務組合に、人員配置を行
い、移行準備作業を開始した



宗像地区水道管理センターの取り組み
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・ 、土木系は給水装置のみ

・ （設計積算、施工管理、検査）

・

・
→

・ を確保する必要がある
（課題）給与・通勤の問題 →

・ が必要
→



・北九州の業者が入ってきて仕事が減る

・維持管理単価が切り下げられる

・支給材料制の導入により材料からの利益がなくなる

・簡易工事が見積もりから積上げ積算になり利益が減る

・本工事に起因した付帯工事の特命がなくなる

宗像地区水道管理センターの取り組み
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→ 急激な変化を避けるため、
→ 北九州市と合同で

北九州市の業務手法を採用



宗像地区水道管理センターの立ち上げ

組合 現行よりも安上がりに

局 収益の確保、人を出す余裕はない、外注が基本

KWS 必要人員を積上げ、利益上乗せ。

組合 、

局 地域貢献（技術ノウハウの地域伝承）、技術の継承

KWS 事業拡大による収益の確保、 16
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宗像地区水道管理センターの取り組み

管理課

管理係

施設課

浄水係 給水係

工務課

工務Ⅱ係工務Ⅰ係

宗像地区水道管理センター
（ＫＷＳ広域事業部）



宗像地区水道管理センターの取り組み
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KWS事務所
（宗像地区水道管理センター）

浄水場中央管理室ミーティング

組合・北九州市・KWS
３者協議



宗像地区水道管理センターの取り組み
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布設替工事の検査（KWS）

バルブ操作

給水装置工事申込受付事務



• １年目の業務は無事完了し、黒字決算となった。

• 事務組合や北九州市OB、出資企業からの派遣社員らが
一体となり結果を出すことができた。

• 4条工事の設計積算や施工管理など初めての業務を
やりあげて自信となった。

宗像地区水道管理センターの取り組み
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課題と将来計画
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・

・これまでの経緯を尊重してきたが、関係者の反発を招かぬよう

・ をしてもらいたいという要望

・社員全体の を図る必要がある
（ ）



課題と将来計画
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・仕様が曖昧であるため

・提出資料がだんだん にある

・中長期の事業計画が不明なため、



1. 更なる広域事業推進のため経営企画課を設置した。
（H29 年度から）

2. 中小規模水道事業体からの直接受託を目指す。
（官の業務を担いたい）

3. 民間企業と連携し人材の派遣を求めたい。

課題と将来計画
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ご静聴ありがとうございました。

豊かな水環境の創造と発展を、
北九州から国内､そして世界へ。

【お問い合わせ先】
株式会社北九州ウォーターサービス 広域事業部
〒811-3507 福岡県宗像市多禮298番地 宗像地区水道管理センター
TEL 093-62-0975 http://www.kitakyuws.co.jp/


